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博
物
館
の
理
念
的
認
識
の
推
移
に
つ
い
て

　
　

駒
見
和
夫

　

わ
が
国
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
発
想
が
伝
え
ら
れ
、
博
物
館
を
創
設
し
て

活
動
が
始
ま
っ
て
か
ら
一
四
〇
年
超
の
年
月
を
経
て
き
た
。
こ
の
間
、
博

物
館
の
活
動
の
推
進
を
主
張
し
、
あ
る
い
は
そ
の
実
際
を
担
い
活
動
を
支

え
た
人
た
ち
は
、
博
物
館
の
理
念
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
社
会
的
な
博
物
館
理
解
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
こ
の
変
遷
の
大
筋
を
た
ど
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
博
物
館

理
念
と
は
、
博
物
館
の
役
割
や
目
的
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
博
物
館
理

念
を
追
究
す
る
こ
と
は
博
物
館
と
社
会
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
現
在
さ

ら
に
は
将
来
を
展
望
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
戦

前
の
資
料
と
文
献
の
引
用
に
あ
た
り
、
文
意
に
反
し
な
い
範
囲
で
旧
字
体

は
常
用
漢
字
に
改
め
て
記
載
し
た
。

　
　
　

一
、
導
入
創
設
期
の
思
考
と
社
会
の
認
識

　

博
物
館
の
理
念
を
わ
が
国
で
最
初
に
説
示
し
た
の
は
福
沢
諭
吉
で
あ

る
。
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
の
『
西
洋
事
情（

（
（

』
初
編
巻
之
一
に
博
物
館

の
項
目
を
設
け
、「
博
物
館
は
、
世
界
中
の
物
産
、
古
物
、
珍
物
を
集
め

て
人
に
示
し
、
見
聞
を
博
く
す
る
為
め
に
設
る
も
の
な
り
」
と
そ
の
役
割

を
説
き
、
具
体
的
に
五
つ
の
館
種
を
羅
列
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と

の
見
識
を
深
め
る
た
め
の
ま
さ
し
く
教
育
を
目
的
に
、
各
種
の
モ
ノ
を
収
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集
し
て
開
示
す
る
施
設
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
編
巻
之

二
で
は
「
政
府
の
職
分
」
の
項
で
人
民
の
教
育
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
を

担
う
一
つ
に
博
物
館
を
示
し
、
役
割
を
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い
る
。

　
　

�　

又
政
府
に
て
行
ふ
可
き
事
件
は
、
人
民
教
育
の
大
本
を
固
く
す
る

こ
と
な
り
。
此
箇
条
は
最
も
重
大
の
事
な
る
が
故
に
、
其
条
目
を
別

に
し
て
詳
か
に
議
論
す
可
し
。
其
他
、
国
内
に
書
庫
を
設
け
、
本
草

園
を
開
き
、
博
物
館
を
建
、
遊
園
を
築
く
等
の
こ
と
は
、
人
民
を
開

花
す
る
の
一
大
助
な
る
が
故
に
、
政
府
よ
り
其
施
行
を
助
け
ざ
る
可

ら
ず
。其
法
、或
は
富
人
の
私
に
財
を
散
じ
て
之
を
設
る
も
の
あ
り
、

或
は
官
府
よ
り
之
を
建
る
も
の
あ
り
。
何
れ
も
皆
広
く
国
人
に
恩
を

施
す
の
趣
意
な
り
。
国
に
是
等
の
場
所
あ
れ
ば
、
自
か
ら
人
心
を
導

て
放
僻
邪
侈
の
風
を
除
き
、
悪
業
に
陥
入
る
者
少
し
。
行
て
其
場
所

に
逍
遙
す
れ
ば
人
の
健
康
を
助
け
、
行
て
其
実
物
を
観
れ
ば
人
の
智

識
を
博
く
す
。

　

こ
の
見
解
で
は
、
博
物
館
を
収
集
展
示
に
よ
っ
て
知
識
や
経
験
を
積
む

た
め
の
施
設
と
捉
え
、
そ
こ
に
人
び
と
へ
の
教
育
基
盤
の
重
要
性
を
み
と

め
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
国
民
教
育
の
た
め
で
あ
る
か
ら
設
立
は
政
府
が

主
導
し
、資
産
家
の
寄
付
、あ
る
い
は
行
政
機
関
が
担
う
も
の
と
主
張
し
、

ま
た
厚
生
の
効
用
も
述
べ
、
さ
ら
に
貧
富
の
別
な
く
施
さ
れ
る
観
覧
は
道

徳
的
な
価
値
を
も
つ
こ
と
を
も
説
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
福
沢
の
認
識
は
、
江
戸
幕
府
や
明
治
政
府
か
ら
欧
米
に
派

遣
さ
れ
た
各
種
の
使
節
団
が
得
た
知
見
と
と
も
に
、
明
治
政
府
下
で
創
設

が
企
図
さ
れ
た
博
物
館
の
概
念
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
。
一
八
七
五
（
明
治

八
）
年
に
文
筆
家
の
栗
本
鋤
雲
が
記
し
た
「
博
物
舘
論（

2
（

」
を
み
る
と
、
福

沢
の
見
解
に
包
括
さ
れ
た
博
物
館
の
理
解
と
な
っ
て
お
り
、「
博
物
館
な

る
者
は
国
の
盛
衰
に
関
し
て
其
国
人
民
の
開
明
進
歩
す
る
に
随
ひ
此
館
も

亦
随
て
盛
大
を
致
す
な
り
」
と
教
育
の
意
義
を
あ
げ
、
博
物
館
に
よ
る
利

益
、
す
な
わ
ち
そ
の
目
的
を
説
い
て
い
る
。

　

や
が
て
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
文
部
省
の
教
育
博
物
館
が
開
館

に
至
る
。
そ
の
「
教
育
博
物
館
規
則（

3
（

」
で
は
前
文
に
館
の
役
割
を
、「
教

育
博
物
館
ハ
文
部
省
ノ
所
轄
ニ
シ
テ
凡
ソ
教
育
上
必
需
ナ
ル
内
外
諸
般
ノ

物
品
ヲ
蒐
集
シ
教
育
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
捜
討
ニ
便
シ
兼
テ
公
衆
ノ
来
観
ニ

供
シ
以
テ
世
益
ヲ
謀
ラ
ン
カ
為
メ
設
立
ス
ル
所
ナ
リ
今
其
規
則
ヲ
定
ム
ル

コ
ト
左
ノ
如
シ
」
と
示
し
て
い
る
。
教
育
博
物
館
は
、
福
沢
ら
が
西
洋
社

会
か
ら
紹
介
し
た
も
の
と
は
や
や
異
な
る
特
殊
分
野
の
博
物
館
で
あ
っ
た

が（
4
（

、
教
育
従
事
者
の
活
動
へ
の
貢
献
と
、
加
え
て
公
衆
へ
の
提
供
を
目
的

に
、
教
育
関
係
の
物
品
を
蒐
集
す
る
機
関
と
の
位
置
づ
け
が
こ
の
規
則
に

表
れ
て
い
る
。
公
衆
へ
の
提
供
の
意
味
に
つ
い
て
明
記
は
な
い
が
、「
世
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益
ヲ
謀
ラ
ン
」
と
す
る
文
脈
は
教
育
従
事
者
と
公
衆
へ
の
知
識
面
で
の
貢

献
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
識
の
普
及
を
目
的
と
し
て
物
品
を
蒐

集
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
規
則
前
文
は
二
年
後
の
改
正
で「
内

外
」
の
語
句
を
削
除
し
て
い
る
が
主
旨
に
変
化
は
な
く（

5
（

、
一
八
八
六
（
明

治
一
九
）
年
に
文
部
省
総
務
局
所
属
と
な
っ
て
改
定
さ
れ
た
「
東
京
教
育

博
物
館
総
則（

6
（

」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
教
育
博
物
館
に
次
い
で
、

一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
は
農
商
務
省
の
博
物
館
が
開
館
す
る
。
以

後
、
わ
が
国
の
博
物
館
概
念
は
、
こ
の
博
物
館
と
先
に
開
館
し
た
教
育
博

物
館
の
二
館
の
活
動
と
あ
い
ま
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　

農
商
務
省
博
物
館
の
開
設
準
備
は
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
か
ら
内
務

省
の
所
管
で
進
め
ら
れ
た
。
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
の
初
め
こ
ろ
に

は
「
内
務
省
博
物
局
処
務
規
定（

（
（

」
が
改
正
成
案
さ
れ
、
そ
こ
に
博
物
館
の

職
務
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
七
の
条
文
か
ら
は
、
公
衆
の
縦
覧
・
見
閲

の
た
め
の
物
品
・
図
書
の
蒐
集
を
は
じ
め
、
動
植
物
の
育
成
や
物
品
・
資

料
の
購
入
、
各
種
文
化
財
の
保
護
・
保
存
、
地
方
や
他
国
の
博
物
館
と
の

活
動
協
力
、
目
録
作
成
、
研
究
と
そ
の
成
果
の
発
表
、
芸
術
振
興
な
ど
、

内
務
省
の
博
物
館
が
果
た
そ
う
と
し
た
内
容
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
筋
は
現
代
と
も
合
致
し
、
基
軸
と
な
る
活
動
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
が
、

博
物
館
が
担
う
全
体
的
な
役
割
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

農
商
務
省
の
博
物
館
は
開
館
四
年
後
に
宮
内
省
の
所
管
と
な
り
、

一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は
帝
国
博
物
館
と
な
る
。
そ
の
翌
年
に
定

め
ら
れ
た
「
博
物
館
規
定
細
則（

（
（

」
の
掌
務
条
項
を
み
る
と
、
概
ね
は
従
前

の
処
務
規
定
の
内
容
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
第
一
に
「
列
品
ヲ
整
斉
シ
及

ヒ
之
ヲ
保
管
ス
ル
事
項
」、第
二
に「
列
品
ノ
精
細
目
録
ヲ
調
製
ス
ル
事
項
」

を
揚
げ
、陳
列
に
つ
い
て
は
第
三
か
ら
第
五
の
事
項
と
し
て
示
し
て
い
る
。

整
理
保
管
し
、
そ
の
う
え
で
陳
列
と
い
う
流
れ
で
の
配
置
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、公
衆
へ
の
陳
列
博
覧
の
役
割
が
抑
制
さ
れ
た
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
。

こ
の
三
年
後
に
人
類
学
者
の
鳥
居
龍
蔵
が
、
帝
国
博
物
館
の
陳
列
の
状
況

を
「
乱
雑
無
法
」
で
「
古
物
、
骨
董
店
の
恰
か
も
大
な
る
も
の
」
と
批
判

し
、「
半
ハ
以
て
学
術
学
者
の
参
考
に
供
し
半
は
以
て
廣
く
衆
人
の
一
斑

智
識
を
興
ふ
る
こ
と
を
計
畫
せ
さ
る
可
か
ら
す
」
と
し
て
、
二
元
的
な
展

示
を
提
起
し
て
い
る（

（
（

。
鳥
居
は
博
物
館
を
「
学
術
技
藝
を
導
く
の
指
南
者

な
り
。
世
界
人
民
を
教
ふ
る
の
良
師
父
な
り
」
と
捉
え
て
お
り
、
こ
の
人

民
へ
の
教
育
を
目
的
と
す
る
認
識
か
ら
の
批
判
と
提
言
だ
と
い
え
る
。

　

こ
の
こ
ろ
国
語
辞
典
の
刊
行
が
は
じ
ま
り
、「
博
物
館
」
も
採
録
さ
れ

て
い
る
。
明
治
中
期
の
代
表
的
な
辞
典
の
解
説
は
以
下
の
内
容
で
あ
る
。

　
　
『
言
海
』
大
槻
文
彦　

印
刷
局　

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年

　
　
　

�
動
植
鉱
物
、
天
造
、
人
造
、
古
今
、
中
外
、
百
般
ノ
物
ヲ
集
メ
テ
、

衆
人
ノ
覧
ル
ニ
供
フ
ル
所
。
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�『
日
本
大
辞
書
』
山
田
美
妙　

日
本
大
辞
書
発
行
所　

一
八
九
三
（
明

治
二
六
）
年

　
　
　

�
字
音
。
博
ク
物
ヲ
示
ス
館
。
動
、
植
、
鉱
物
其
他
天
然
、
人
造
ス

ベ
テ
ノ
物
ヲ
衆
人
ノ
縦
覧
ニ
供
シ
、
智
識
ヲ
博
メ
サ
セ
ル
所
。
西

洋
ノ
制
。
専
ラ
英
語M

useum

ノ
対
訳
。

　
　

�『
日
本
大
辞
林
』
物
集
髙
見　

宮
内
省　

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）

年

　
　
　

�

い
に
し
へ
い
ま
の
よ
ろ
づ
の
も
の
を
な
ら
べ
あ
つ
め
て
、
ひ
と
に

み
す
る
と
こ
ろ
。
さ
れ
ば
動
物
館
に
い
れ
ば
、
す
べ
て
の
動
物
み

る
べ
し
。
植
物
館
に
い
れ
ば
、
す
べ
て
の
植
物
み
る
べ
し
。
鉱
物

館
、
美
術
館
も
お
な
じ
。

　
　

�『
帝
國
大
辞
典
』
藤
井
乙
男
・
草
野
淸
民
編　

三
省
堂
書
店　

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年

　
　
　

�

博
く
物
を
示
す
館
な
り
、
動
、
植
、
鉱
物
其
他
天
然
、
人
造
す
べ

て
の
物
を
衆
人
の
縦
覧
に
供
し
、
智
識
を
博
め
さ
す
る
所
と
す
、

「
上
野
の
博
物
館
」
な
ど
。

　
　

�『
こ
と
ば
の
泉　

日
本
大
辞
典
』
落
合
直
文　

大
倉
書
店　

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年

　
　
　

�

天
産
、
人
造
、
古
今
、
中
外
、
百
般
の
物
を
集
め
て
、
衆
人
に
縦

覧
せ
し
む
る
館
。

　

い
ず
れ
の
説
明
も
、
各
種
の
物
品
を
集
め
て
人
び
と
が
見
て
ま
わ
る
所

で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
『
日
本
大
辞
書
』
と
『
帝
國
大
辞
典
』
が
記
す
よ

う
に
、
衆
人
の
「
智
識
を
博
め
さ
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
明
治
中
ご

ろ
の
博
物
館
は
人
び
と
に
未
だ
ひ
ろ
く
認
知
さ
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
当
時
の
博
物
館
に
対
す
る
社
会
的
な
認
識
と

捉
え
ら
れ
、
明
ら
か
に
『
西
洋
事
情
』
の
福
沢
の
思
考
が
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
人
び
と
へ
の
知
識
の
啓
発
が
博
物
館
の
根
幹
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
前
述
の
よ
う
に
帝
国
博
物
館
の
陳
列
方
法
の
問
題
点
を
鳥
居
が

指
摘
し
た
の
で
あ
る（
（1
（

。

　
　
　

二
、
社
会
教
育
に
資
す
る
理
解
の
醸
成

　

明
治
後
半
に
な
る
と
、
教
育
博
物
館
を
改
組
し
た
東
京
教
育
博
物
館
の

規
則
が
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
制
定
さ
れ
、
館
の
目
的
に
つ
い
て
、

「
高
等
師
範
学
校
附
属
東
京
教
育
博
物
館
ハ
廣
ク
内
外
ノ
教
育
品
及
ヒ
教

育
圖
書
ヲ
蒐
集
陳
列
シ
テ
教
育
ノ
普
及
改
進
ニ
資
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

ス
」
と
し
て
い
る（
（（
（

。
高
等
師
範
学
校
附
属
と
な
っ
て
機
能
の
縮
小
が
看
取

さ
れ
る
が
、
目
的
は
従
前
よ
り
さ
ら
に
絞
ら
れ
、「
教
育
」
と
い
う
活
動

の
普
及
改
進
に
資
す
る
た
め
に
、
関
係
資
料
を
蒐
集
陳
列
す
る
と
の
位
置
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づ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
宮
内
省
の
東
京
帝
室
博
物
館
で
は
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年

に
事
務
要
覧
が
公
刊
さ
れ
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
本
館
ノ
目
的
及
事
業
ノ

範
囲
」
に
お
い
て
、「
本
館
ノ
目
的
ハ
歴
史
、
美
術
、
美
術
工
藝
及
天
産

ニ
關
ス
ル
物
品
ヲ
蒐
集
陳
列
シ
、之
ヲ
外
ニ
シ
テ
ハ
公
衆
ノ
智
見
ヲ
啓
キ
、

之
ヲ
内
ニ
シ
テ
ハ
物
品
ノ
性
質
、
種
別
、
應
用
、
沿
革
等
ヲ
研
究
シ
、
以

テ
學
術
技
藝
ノ
發
達
ヲ
裨
補
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
記
し
て
い
る（
（1
（

。
物
品
の
蒐

集
陳
列
に
よ
る
公
衆
の
知
識
啓
発
と
い
う
『
西
洋
事
情
』
以
来
の
概
念
に

加
え
、
学
術
技
芸
を
発
達
さ
せ
る
た
め
の
資
料
研
究
も
目
的
に
掲
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
帝
室
博
物
館
で
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
官
制
が

改
正
さ
れ
（
皇
室
令
第
一
一
号
）、
そ
れ
ま
で
明
記
の
な
か
っ
た
目
的
に

つ
い
て
、「
帝
室
博
物
館
ハ
宮
内
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ
古
今
ノ
技
芸
品
ヲ

蒐
集
保
存
シ
及
衆
庶
ノ
観
覧
参
考
ノ
用
ニ
供
ス
ル
所
ト
ス
」
と
示
し
て
い

る
。
先
の
要
覧
の
内
容
か
ら
す
る
と
、「
衆
庶
ノ
観
覧
参
考
ノ
用
」
は
公

衆
の
知
識
啓
発
と
研
究
の
た
め
と
斟
酌
さ
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。

　

こ
の
時
期
に
出
版
さ
れ
た
国
語
辞
典
の
「
博
物
館
」
を
引
く
と
、

　
　

�『
辞
林
』
金
澤
庄
三
郎　

三
省
堂
書
店　

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）

年

　
　
　

�

動
・
植
・
鉱
物
其
他
天
然
、
人
造
を
問
は
ず
す
べ
て
の
物
を
陳
列

し
て
衆
人
の
縦
覧
に
供
す
る
所
。

と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
三
省
堂
か
ら
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
帝
國
大
辞
典
』
と
比
較
す
る
と
、「
衆
人
の
縦
覧
に
供
す
る
」

の
目
的
と
な
る
「
智
識
を
博
め
さ
す
る
」
と
い
う
説
明
が
取
り
除
か
れ
、

帝
室
博
物
館
官
制
と
同
様
に
肝
心
な
部
分
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
認
識
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�『
大
日
本
国
語
辞
典
』
上
田
萬
年
・
松
井
簡
治　

冨
山
房
・
金
港
堂

書
籍　

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年

　
　
　

�

美
術
工
芸
品
・
動
植
鉱
物
、
其
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
諸
物
を
博

く
陳
列
し
て
衆
人
の
縦
覧
に
供
す
る
所
。
文
部
省
官
制
第
六
條
一

項
十
號
「
図
書
館
及
博
物
館
に
関
す
る
事
項
」

　

そ
の
後
、
帝
室
博
物
館
の
博
物
館
概
念
は
さ
ら
に
限
定
的
に
な
っ
て
い

く
。
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
改
正
さ
れ
た
官
制
（
皇
室
令
第
一
四

号
）
で
は
、「
帝
室
博
物
館
ハ
古
今
ノ
技
芸
品
ヲ
蒐
集
シ
公
衆
ノ
観
覧
ニ

供
ス
ル
所
ト
ス
」
と
あ
り
、「
公
衆
ノ
観
覧
ニ
供
ス
ル
」
こ
と
の
意
図
を

記
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
従
前
の
目
的
の
条
文
に
あ
っ
た
「
保
存
」

と
「
参
考
ノ
用
」
の
語
句
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
博
物
館
を
、
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た
ん
に
陳
列
観
覧
の
場
と
す
る
認
識
を
ひ
ろ
め
る
要
因
に
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
文
部
省
の
博
物
館
は
高
等
師
範
学
校
附
属
東
京
教
育

博
物
館
か
ら
東
京
教
育
博
物
館
へ
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
は
東

京
博
物
館
へ
と
組
織
を
改
変
し
て
官
制
が
定
め
ら
れ
た
（
勅
令
第
二
八
六

号
）。
館
の
目
的
は
、「
東
京
博
物
館
ハ
文
部
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ
自
然
科

学
及
其
ノ
応
用
ニ
関
シ
社
会
教
育
上
必
要
ナ
ル
物
品
ヲ
蒐
集
陳
列
シ
テ
公

衆
ノ
観
覧
ニ
供
ス
ル
所
ト
ス
」と
あ
り
、活
動
の
核
心
に
掲
げ
て
い
た「
教

育
」
が
従
来
の
学
校
教
育
関
係
へ
の
特
化
で
は
な
く
、
社
会
教
育
の
た
め

と
明
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
改
組
に
よ
る
活
動
目
的
の
転
換
を

表
し
て
い
る
。
な
お
、
行
政
上
に
お
け
る
社
会
教
育
の
用
語
は
、
こ
の
年

か
ら
通
俗
教
育
に
代
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

博
物
館
を
社
会
教
育
に
資
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
考
え
は
、
明
治
の

末
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
。
文
部
省
視
学
官
の
服
部
教
一
は
、
博
物
館
を

社
会
教
育
上
有
益
必
要
な
知
識
教
育
の
施
設
と
捉
え
て
普
及
を
促
し
て
い

る（
（1
（

。
ま
た
、
博
物
館
事
業
促
進
会
評
議
員
の
谷
津
直
秀
は
、「
博
物
館
よ

り
受
く
る
教
育
は
年
よ
り
云
へ
ば
幼
稚
園
の
生
徒
よ
り
白
髪
の
老
年
に
及

び
、
又
生
活
の
状
態
よ
り
云
へ
ば
学
校
教
育
を
充
分
に
受
け
得
ざ
る
労
働

者
、
職
工
、
店
員
等
に
至
る
ま
で
も
恩
恵
に
浴
す
る
な
り
」
と
述
べ
、
教

育
を
博
物
館
の
目
的
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
適
う
よ
う
に
展
示
の
あ
り
方

だ
け
で
な
く
、
活
動
を
組
み
立
て
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る（
（1
（

。
こ
の
博
物

館
像
は
現
代
の
生
涯
学
習
社
会
の
博
物
館
論
に
通
用
す
る
。

　

こ
の
考
え
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
博
物
館
を
社
会
教
育
機
関
と
す
る
概

念
を
確
立
さ
せ
た
の
は
東
京
博
物
館
長
も
務
め
た
棚
橋
源
太
郎
で
あ
る
。

棚
橋
は
博
物
館
が
国
民
教
育
の
必
要
機
関
で
あ
る
こ
と
を
大
正
期
か
ら
説

き（
（1
（

、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
は
『
眼
に
訴
へ
る
敎
育
機
關
』
を
著
し

て
博
物
館
が
社
会
教
育
の
職
能
を
有
す
る
こ
と
を
明
示
し
、
役
割
と
機
能

を
体
系
的
に
捉
え
て
博
物
館
の
活
動
を
論
じ
て
い
る（
（1
（

。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

た
社
会
教
育
は
学
校
教
育
と
専
門
家
へ
の
学
芸
研
究
を
も
含
む
も
の
で
、

博
物
館
は
社
会
の
す
べ
て
の
階
級
と
年
齢
の
人
た
ち
に
開
放
さ
れ
、
人
び

と
が
「
自
己
を
稗
益
し
愉
快
を
感
ぜ
し
め
る
」
た
め
の
教
育
と
楽
し
み
の

機
関
だ
と
す
る
。
今
日
の
生
涯
教
育
の
理
解
に
近
い
。
そ
し
て
ス
ミ
ソ
ニ

ア
ン
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ー
ド
の
言
葉
を
引
き
、「
自
然
の
現
象
及
び
人
類

の
業
績
を
最
も
よ
く
説
明
し
得
べ
き
物
品
を
保
存
し
て
、
こ
れ
を
民
衆
知

識
の
向
上
と
文
化
の
発
展
と
に
利
用
す
る
施
設
」
と
博
物
館
を
定
義
づ
け

て
い
る
。
博
物
館
に
お
け
る
物
品
の
存
在
意
義
を
、
公
衆
の
教
育
と
そ
の

相
関
関
係
に
あ
る
楽
し
み
へ
の
利
用
に
位
置
づ
け
た
考
え
方
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
は
帝
室
博
物
館
の
事
業
に
関
連

し
て
総
長
の
杉
榮
三
郎
が
、
博
物
館
は
「
一
般
に
事
物
の
正
確
な
る
智
識

を
與
へ
る
點
に
於
い
て
、
社
會
教
育
上
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
、
機
関
で
あ
る
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こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
」
と
述
べ
、
あ
わ
せ
て
研
究
者
へ
の
資
料
提
供
の

た
め
の
蒐
集
と
貴
重
物
品
の
保
存
存
続
が
本
務
だ
と
説
い
て
い
る（
（1
（

。
翌
年

に
は
日
本
博
物
館
協
会
理
事
長
の
正
木
直
彦
も
、
実
物
展
示
に
よ
る
社
会

教
育
的
活
動
そ
の
も
の
が
博
物
館
事
業
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い

る（
（1
（

。
両
者
の
主
張
は
国
民
へ
の
啓
蒙
を
意
図
し
て
、
い
ず
れ
も
ラ
ジ
オ
放

送
で
全
国
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
の
政
策
上
の
社
会

教
育
は
、
国
家
に
よ
る
中
央
集
権
的
な
帝
国
主
義
政
策
を
教
育
の
面
か
ら

支
え
る
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
編
ま
れ
た
国
語
辞
典
を
み
る
と
、
代
表
的
な

も
の
は
四
冊
あ
り
、
博
物
館
の
説
明
は
以
下
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

�『
広
辞
林
』
金
澤
庄
三
郎
編　

三
省
堂　

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）

年

　
　
　

�

動
・
植
・
鉱
物
其
他
天
然
、
人
造
を
問
は
ず
古
今
東
西
の
庶
物
を

蒐
集
・
保
存
・
陳
列
し
て
衆
人
の
縦
覧
研
究
に
資
す
る
所
。「
上

野
の
―
」。

　
　
『
大
言
海
』
大
槻
文
彦　

冨
山
房　

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年

　
　
　

�

動
植
鉱
物
、
天
造
、
人
造
、
古
今
、
中
外
、
百
般
ノ
物
ヲ
集
メ
テ

陳
列
シ
、
衆
人
ノ
覧
ス
ル
ニ
供
フ
ル
所
。

　
　
『
辞
苑
』
新
村
新
編　

博
文
館　

一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年

　
　
　

�

古
今
・
東
西
に
互
っ
て
考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
、

そ
の
他
の
学
術
的
資
料
を
博
く
蒐
集
し
、
こ
れ
を
組
織
的
に
陳
列

し
て
、
一
般
公
衆
の
展
覧
に
供
し
、
学
術
研
究
の
資
と
し
、
社
会

教
育
に
寄
与
す
る
た
め
の
施
設
。

　
　
『
大
辞
典
』
平
凡
社　

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）

　
　
　

�

歴
史
的
・
学
術
的
ま
た
は
美
術
的
の
事
物
を
蒐
集
し
、
且
つ
組
織

的
に
陳
列
し
て
一
般
の
公
衆
に
観
覧
せ
し
む
る
所
。

　

基
本
的
に
は
、
陳
列
し
て
衆
人
へ
の
縦
覧
と
い
う
従
前
の
捉
え
方
を
引

き
継
い
で
い
る
が
、『
広
辞
林
』
の
「
蒐
集
・
保
存
・
陳
列
し
て
衆
人
の

縦
覧
研
究
に
資
す
る
」
の
よ
う
に
、
博
物
館
の
基
本
的
な
機
能
が
説
明
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
『
辞
苑
』
で
は
、
公
衆
へ
の
展
覧
と

学
術
研
究
に
よ
る
「
社
会
教
育
」
へ
の
寄
与
の
位
置
づ
け
が
記
さ
れ
て
い

る
。
東
京
博
物
館
官
制
に
掲
げ
ら
れ
た
館
の
目
的
や
、
棚
橋
源
太
郎
を
は

じ
め
と
す
る
博
物
館
関
係
者
の
主
張
が
浸
透
し
た
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
日
中
戦
争
の
戦
時
下
に
入
り
、
帝
室
博
物
館
と
、
東
京
博
物

館
を
組
織
変
更
し
た
東
京
科
学
博
物
館
の
官
制
が
そ
れ
ぞ
れ
改
正
さ
れ
て

い
る
。
帝
室
博
物
館
官
制
改
正
は
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
で
（
皇
室

令
第
八
号
）、
館
の
目
的
は
、「
帝
室
博
物
館
ハ
宮
内
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ

古
今
ノ
美
術
品
ヲ
蒐
集
シ
テ
公
衆
ノ
観
覧
ニ
供
シ
兼
テ
美
術
ノ
発
達
ニ
資
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ス
ル
事
業
ヲ
行
フ
所
ト
ス
」
と
あ
る
。
改
正
前
と
比
較
す
る
と
、
蒐
集
対

象
を
「
技
芸
品
」
か
ら
「
美
術
品
」
と
し
て
位
置
づ
け
を
変
更
し
、
普
及

活
動
と
な
る
美
術
の
発
達
に
資
す
る
事
業
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
以
前
と
同
様
に
、
何
を
意
図
し
て
蒐
集
品
を
公
衆
の
観
覧
に
供
す

る
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
の
帝
室
博
物
館
総
長
杉
榮
三
郎
が

主
張
し
た
博
物
館
の
本
務
を
、
官
制
の
条
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
難
し

い
。

　

東
京
科
学
博
物
館
の
官
制
改
正
は
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
で
（
勅

令
第
七
五
二
号
）、
館
の
目
的
に
つ
い
て
、「
東
京
科
学
博
物
館
ハ
文
部
大

臣
ノ
管
理
ニ
属
シ
自
然
科
学
及
其
ノ
応
用
ニ
関
ス
ル
資
料
ヲ
蒐
集
保
存
シ

テ
公
衆
ノ
観
覧
ニ
供
シ
併
セ
テ
之
ニ
関
連
ス
ル
研
究
及
事
業
ヲ
行
フ
所
ト

ス
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
改
正
前
の
「
社
会
教
育
上
必
要
ナ
ル
」
と
い
う

蒐
集
物
品
と
活
動
の
位
置
づ
け
の
削
除
が
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
博
物
館

活
動
と
し
て
、
新
た
に
「
保
存
」
と
「
関
連
ス
ル
研
究
」
さ
ら
に
「
事
業
」

を
示
し
、
各
機
能
が
従
前
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、「
社
会
教
育
上

必
要
ナ
ル
物
品
」
が
取
り
除
か
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
意
図

が
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　

帝
室
博
物
館
と
東
京
科
学
博
物
館
の
官
制
の
改
正
は
、
い
ず
れ
も
館
の

機
能
を
一
段
と
具
体
的
に
し
て
は
い
る
が
、
博
物
館
関
係
者
が
訴
え
る
公

衆
へ
の
教
育
と
い
う
目
的
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
日
本
博
物
館
協
会
長
の

荒
木
貞
夫
は
、
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
九
月
に
東
京
中
央
放
送
局
の

ラ
ジ
オ
放
送
講
演
で
、
博
物
館
を
社
会
的
大
衆
教
育
機
関
と
位
置
づ
け
、

資
料
の
蒐
集
観
覧
を
基
礎
と
し
て
一
般
の
教
育
と
研
究
に
貢
献
し
、一
方
、

「
永
遠
の
保
存
」
に
よ
っ
て
国
民
智
徳
の
向
上
、
お
よ
び
国
民
へ
の
自
尊

心
と
研
究
心
を
与
え
る
こ
と
が
使
命
だ
と
述
べ
て
い
る（
（1
（

。
国
民
教
育
と
研

究
と
保
存
が
博
物
館
の
機
能
で
あ
り
、
そ
の
核
は
国
民
大
衆
の
教
育
と
す

る
博
物
館
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
認
識
を
公
に
掲
げ
ら
れ
た
博
物
館
官
制

か
ら
、
一
般
の
人
た
ち
が
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
荒
木
は
軍

国
教
育
を
徹
底
し
た
陸
軍
大
将
で
、「
國
家
興
隆
の
源
泉
を
尋
ね
一
方
其

國
民
精
神
の
昂
揚
を
為
す
と
共
に
他
方
其
活
動
の
實
力
培
養
機
関
た
る
博

物
館
振
興
が
竝
ん
で
必
要
」
と
す
る
よ
う
に
、
博
物
館
教
育
の
使
命
が
軍

国
主
義
に
傾
倒
し
て
国
難
打
開
の
国
民
教
化
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
該
期
に
政
府
の
主
導
で
開
設
を
目
ざ
し
た
中
央
科
学
博
物
館
や
国
史

館
、
大
東
亜
博
物
館
な
ど
は
、
国
家
主
義
に
則
っ
た
国
民
教
化
を
博
物
館

の
役
割
に
据
え
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
博
物
館
を
法
制
上
で
規
定
す
る
博
物
館
令
制

定
の
動
き
が
進
捗
す
る
。
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
七
日
、
文

部
省
の
主
催
に
よ
り
学
士
会
館
で
開
催
さ
れ
た
「
博
物
館
令
制
定
ニ
関
ス

ル
協
議
会
」
の
会
議
資
料
と
し
て
、「
博
物
館
令
（
勅
令
案
）」「
博
物
館

令
施
行
規
則
（
省
令
案
）」「
博
物
館
ノ
設
備
及
経
営
ニ
関
ス
ル
事
項
（
告
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示
案
）」「
公
立
博
物
館
職
員
令
（
勅
令
案
）」
の
四
案
が
示
さ
れ
た
。
い

ず
れ
も
翌
年
四
月
一
日
の
施
行
を
予
定
し
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
「
博
物

館
令（
11
（

（
勅
令
案
）」
は
一
三
条
と
附
則
か
ら
な
り
、
博
物
館
の
目
的
を
「
博

物
館
ハ
教
育
学
芸
ニ
関
ス
ル
資
料
ヲ
蒐
集
保
存
シ
テ
公
衆
ノ
観
覧
ニ
供
シ

併
セ
テ
之
ニ
関
連
セ
ル
研
究
及
事
業
ヲ
行
ヒ
以
テ
国
民
ノ
教
養
並
ニ
学
術

研
究
ニ
資
ス
ル
ヲ
目
的
ト
ス　

博
物
館
ハ
社
会
教
育
ニ
関
シ
附
帯
施
設
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京
科
学
博
物
館
の
官
制

を
踏
襲
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
蒐
集
保
存
、
観
覧
、
関
連
す
る
研
究
と
事

業
の
実
施
を
博
物
館
の
機
能
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え

て
、
扱
う
資
料
は
教
育
学
芸
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
を
国
民
の
教

養
と
学
術
研
究
の
た
め
と
示
し
、
公
衆
へ
の
教
育
を
核
心
的
な
役
割
と
す

る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
さ
ら
に
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ

て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
図
書
館
令
は
す
で
に
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
制
定

さ
れ
て
お
り
（
勅
令
第
四
二
九
号
）、
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、「
北
海
道
府

県
市
町
村
（
北
海
道
及
沖
縄
県
ノ
区
ヲ
含
ム
）
図
書
ヲ
蒐
集
シ
公
衆
ノ
閲

覧
ニ
供
セ
ム
カ
為
図
書
館
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
あ
る
。
一
九
三
三

（
昭
和
八
）
年
に
は
改
正
さ
れ
（
勅
令
第
一
七
五
号
）、「
図
書
館
ハ
調
書

記
録
ノ
類
ヲ
蒐
集
保
存
シ
テ
公
衆
ノ
閲
覧
ニ
供
シ
其
ノ
教
養
及
学
術
研
究

ニ
資
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス　

図
書
館
ハ
社
会
教
育
ニ
関
シ
附
帯
施
設
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
な
っ
て
い
る
。
比
較
す
る
と
博
物
館
令
案
に
示
さ
れ

た
博
物
館
の
目
的
は
、
改
正
図
書
館
令
の
条
文
に
倣
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
け
れ
ど
も
博
物
館
を
社
会
教
育
の
た
め
の
機
関
と
位
置
づ
け
た
博

物
館
令
案
の
定
義
は
、
博
物
館
概
念
に
つ
い
て
明
治
以
降
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
内
容
の
総
括
で
あ
り
、
ま
た
到
達
点
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

帝
室
博
物
館
官
制
や
東
京
科
学
博
物
館
官
制
で
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
当
時

の
博
物
館
関
係
者
の
認
識
が
、
こ
こ
に
集
約
さ
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
博
物
館
令
案
は
、
社
会
教
育
戦
時
体
制
を
確
立
し
た
教
育
審

議
会
答
申
「
社
会
教
育
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
る
教
育
制
度
全
般
の
改
革
な

ど
に
よ
り（
1（
（

、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

な
お
、
戦
時
下
に
国
語
辞
典
の
新
刊
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
る
博
物
館
理

解
の
状
況
は
把
握
で
き
な
い
。

　
　
　

三
、
博
物
館
法
の
制
定
と
規
定
下
の
概
念

　

戦
後
に
な
っ
て
、
博
物
館
の
概
念
形
成
に
強
く
影
響
し
た
の
は
博
物
館

法
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
制
定
ま
で
の
間
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に

新
憲
法
の
公
布
に
と
も
な
っ
て
帝
室
博
物
館
官
制
が
廃
止
と
な
り
、
新
た

に
国
立
博
物
館
官
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
政
令
第
八
号
）。
所
管
が
文

部
省
に
移
っ
た
国
立
博
物
館
の
目
的
は
、「
國
立
博
物
館
は
、
文
部
大
臣
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の
所
轄
と
し
、
美
術
品
及
び
歴
史
資
料
を
収
集
保
存
し
て
公
衆
の
観
覧
に

供
し
、
併
せ
て
こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
、
研
究
及
び
事
業
を
行
う
所
と
す

る
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
れ
は
戦
前
か
ら
文
部
省
所
管
の
東
京
科
学
博
物
館

官
制
と
揃
え
た
内
容
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
調
査
の
機
能
を
加
え
て
い
る
。

一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
に
は
国
立
博
物
館
と
東
京
科
学
博
物
館
の
官

制
を
廃
止
し
て
文
部
省
設
置
法
が
公
布
さ
れ
た
（
法
律
第
一
四
六
号
）。

国
立
博
物
館
と
、
東
京
科
学
博
物
館
を
組
織
変
更
し
た
国
立
科
学
博
物
館

の
目
的
は
従
前
の
官
制
の
内
容
と
大
き
な
変
化
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ

（
法
律
第
二
一
四
号
）、
国
立
博
物
館
は
新
設
の
文
化
財
保
護
委
員
会
の
附

属
機
関
と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
で
規
定
さ
れ
た
国
立
博
物
館
の
目
的
は
、

「
国
立
博
物
館
は
、
有
形
文
化
財
を
収
集
し
、
保
管
し
て
公
衆
の
観
覧
に

供
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
」
と
あ
り
、
調
査
と
研

究
の
機
能
を
削
除
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
帝
室
博
物
館
官

制
の
規
定
に
立
ち
戻
っ
た
感
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
動
向
と
並
行
し
て
博
物
館
法
が
検
討
さ
れ
、一
九
五
一（
昭

和
二
六
）
年
に
制
定
に
至
っ
た
（
法
律
第
二
八
五
号
）。
条
文
で
は
第
一

条
で
博
物
館
法
の
目
的
を
掲
げ
、
第
二
条
で
博
物
館
の
定
義
を
述
べ
て
そ

の
役
割
を
示
し
て
い
る
。

　
　

第�

一
条　

こ
の
法
律
は
、
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

二
百
七
号
）
の
精
神
に
基
き
、
博
物
館
の
設
置
及
び
運
営
に
関
し

て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
そ
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て
国

民
の
教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

　
　

第�

二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、

民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育

成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
し
、
展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、そ
の
教
養
、調
査
研
究
、レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
こ

れ
ら
の
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機

関
（
社
会
教
育
法
に
よ
る
公
民
館
及
び
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
図
書
館
を
除
く
。）
の
う
ち
、
地

方
公
共
団
体
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

三
十
四
条
の
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
が
設
置
す
る
も
の
で
第
二

章
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

　

法
律
の
制
定
は
、
博
物
館
の
理
解
に
お
い
て
共
通
基
盤
を
確
立
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
博
物
館
法
は
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
制
定
の
社
会
教

育
法
を
親
法
と
し
、
社
会
教
育
法
第
五
条
四
で
博
物
館
を
社
会
教
育
施
設
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と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
博
物
館
法
は
「
国
民
の
教
育
、
学
術

及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
」
が
目
的
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
博
物
館
の
位

置
づ
け
は
、
教
育
・
学
術
・
文
化
の
た
め
の
機
関
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、

第
二
条
で
博
物
館
の
機
能
的
な
目
的
を
そ
の
定
義
と
し
て
示
し
て
い
る
。

規
定
上
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
あ
る
が
、
博
物
館
に
対
す
る
具
体
的
な
概

念
は
、
第
二
条
の
博
物
館
の
定
義
で
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第

一
条
は
あ
く
ま
で
も
法
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

　

第
二
条
の
定
義
は
、
博
物
館
が
扱
う
資
料
の
内
容
と
、
執
り
お
こ
な
う

機
能
が
目
的
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
博
物
館
の
目
的
は
、
収

集
・
保
管
・
展
示
・
事
業
・
調
査
研
究
の
機
能
を
並
列
し
て
掲
げ
て
お
り
、

こ
れ
は
戦
前
の
帝
室
博
物
館
と
東
京
科
学
博
物
館
の
官
制
に
示
さ
れ
た
目

的
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
異
な
っ
た
部
分
は
事
業
に
つ
い
て
「
そ
の

教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
」
と
示
し
、

公
衆
の
学
び
と
楽
し
み
の
意
図
を
加
え
た
点
で
あ
る
。
ま
た
、
成
立
し
な

か
っ
た
勅
令
案
と
比
較
す
る
と
、そ
こ
で
は「
蒐
集
保
存
」「
公
衆
ノ
観
覧
」

「
研
究
」「
事
業
」
を
お
こ
な
う
博
物
館
の
機
能
が
、「
国
民
ノ
教
養
並
ニ

学
術
研
究
ニ
資
ス
ル
」
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
同
一
条
文
中
で
示
し
て
お

り
、
両
者
の
関
係
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
博
物
館
法
の
定
義
で
は
博
物

館
の
機
能
と
役
割
の
関
係
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
博
物
館

法
で
は
第
三
条
で
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
、
資
料
の
収
集
・
保
管
・
展
示
・

調
査
研
究
・
普
及
の
活
動
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
と
読
み
合
わ
せ
れ
ば
、

事
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
各
機
能
が
「
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク

リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
」
と
理
解
で
き
る
。
け
れ
ど
も
定
義
の

条
文
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
博
物
館
法
公
布
に
先
立
っ
て
、
前
年
に
図
書
館
法
が
制
定

さ
れ
て
い
る
（
法
律
第
一
一
八
号
）。
社
会
教
育
法
下
に
置
か
れ
、
第
一

条
で
博
物
館
法
と
同
様
の
法
律
の
目
的
を
掲
げ
、
第
二
条
に
図
書
館
の
定

義
が
示
さ
れ
、「
こ
の
法
律
に
お
い
て
図
書
館
と
は
、
図
書
、
記
録
そ
の

他
必
要
な
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利
用
に

供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
施
設
で
、
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十
字
社
又
は
一
般
社

団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
が
設
置
す
る
も
の
（
学
校
に
附
属
す
る

図
書
館
又
は
図
書
室
を
除
く
。）
を
い
う
」
と
あ
る
。

　

条
文
内
容
は
博
物
館
の
定
義
と
共
通
し
て
お
り
、
同
じ
社
会
教
育
施
設

と
し
て
の
認
識
の
も
と
で
、
図
書
館
と
博
物
館
が
各
法
で
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。け
れ
ど
も
図
書
館
の
定
義
で
は
、資
料
の
収
集
、

整
理
、
保
存
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
よ
り
、「
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
示
さ
れ
、
機

能
と
目
的
の
関
係
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
公
衆
の
教
養
と
調
査

研
究
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
等
に
役
立
つ
こ
と
が
、
図
書
館
の
目
的
と
捉
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え
ら
れ
る
。
こ
の
文
脈
の
理
解
が
博
物
館
の
定
義
と
大
き
く
異
な
る
。
時

系
列
か
ら
み
れ
ば
図
書
館
法
の
条
文
が
先
に
作
成
さ
れ
、
し
か
も
戦
前
の

図
書
館
令
を
基
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
博
物
館
に
も

適
用
し
、
別
に
必
要
な
事
業
と
調
査
研
究
の
機
能
を
条
文
に
挿
入
し
た
こ

と
で
、
文
脈
上
で
五
つ
の
機
能
が
博
物
館
の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

理
解
さ
れ
る
。
な
お
、
戦
前
の
東
京
科
学
博
物
館
館
制
と
博
物
館
令
の
水

準
を
維
持
し
な
が
ら
、
研
究
と
教
育
を
内
在
す
る
機
能
と
し
て
定
義
さ
れ

た
と
捉
え
る
指
摘
も
あ
る（
11
（

。

　

そ
し
て
、
戦
後
の
こ
の
よ
う
な
動
向
下
で
編
纂
さ
れ
た
国
語
辞
典
で
博

物
館
を
引
く
と
、

　
　
『
辞
海
』
金
田
一
京
助
編　

三
省
堂　

一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

　
　
　

�

古
今
東
西
の
、
自
然
及
び
文
化
の
諸
物
を
博
く
収
集
・
保
存
陳
列

し
、
一
般
の
展
覧
に
供
し
そ
の
研
究
の
資
と
す
る
施
設
。

　
　

�『
広
辞
苑
（
第
一
版
）』
新
村
新
編　

岩
波
書
店　

一
九
五
五
（
昭
和

三
〇
）
年

　
　
　

�

古
今
・
東
西
に
わ
た
っ
て
考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
、

そ
の
他
の
学
術
的
資
料
を
博
く
蒐
集
し
、
こ
れ
を
組
織
的
に
陳
列

し
て
一
般
公
衆
の
展
覧
に
供
し
、
学
術
研
究
の
資
と
し
、
社
会
教

育
に
寄
与
す
る
た
め
の
施
設
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
博
物
館
法
制
定
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
『
辞
海
』

で
あ
る
が
、
三
省
堂
が
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
刊
行
し
た
『
広
辞

林
』
の
内
容
を
引
き
継
い
で
お
り
、
人
び
と
の
展
覧
と
研
究
の
た
め
に
諸

物
を
収
集
・
保
存
陳
列
す
る
と
の
理
解
で
あ
る
。『
広
辞
苑
』
は
博
物
館

が
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、
そ
の
た
め
に
蒐
集
、
陳
列
し
て

展
覧
、
学
術
研
究
の
機
能
を
も
つ
と
す
る
説
明
は
博
物
館
法
の
趣
旨
に
近

い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
新
村
新
が
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
編
纂
し

た
『
辞
苑
』
と
同
一
内
容
で
あ
り
、
一
般
の
博
物
館
理
解
は
、
法
の
制
定

後
も
し
ば
ら
く
は
戦
前
と
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　

四
、
立
法
以
降
の
動
向
と
社
会
的
理
解

　

博
物
館
法
の
博
物
館
の
定
義
は
、
制
定
後
ま
っ
た
く
変
え
ら
れ
て
い
な

い
。
法
の
定
着
に
よ
っ
て
博
物
館
概
念
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
、『
広
辞
苑
』
の
改
訂
で
は
そ
の
変
化
が
捉
え
ら
れ
る
。

　
　

�

二
版
‐
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
、
三
版
‐
一
九
八
三
（
昭
和

五
八
）
年

　
　
　

�
古
今
・
東
西
に
わ
た
っ
て
考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
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そ
の
他
の
学
術
的
資
料
を
ひ
ろ
く
蒐
集
保
管
し
、
こ
れ
を
組
織
的

に
陳
列
し
て
公
衆
に
展
覧
す
る
施
設
。

　
　

四
版
‐
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年

　
　
　

�

古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
そ

の
他
の
学
術
的
資
料
を
ひ
ろ
く
蒐
集
保
管
し
、
こ
れ
を
組
織
的
に

陳
列
し
て
公
衆
に
展
覧
す
る
施
設
。

　
　

五
版
‐
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年

　
　
　

�

古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
そ

の
他
の
学
術
的
資
料
を
ひ
ろ
く
蒐
集
・
保
管
し
、
こ
れ
を
組
織
的

に
陳
列
し
て
公
衆
に
展
覧
す
る
施
設
。
ま
た
、
そ
の
蒐
集
品
な
ど

の
調
査
・
研
究
を
行
う
機
関
。

　
　

六
版
‐
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年

　
　
　

�

考
古
学
資
料
・
美
術
品
・
歴
史
的
遺
物
そ
の
他
の
学
術
的
資
料
を

ひ
ろ
く
蒐
集
・
保
管
し
、
こ
れ
を
組
織
的
に
陳
列
し
て
公
衆
に
展

覧
す
る
施
設
。
ま
た
、
そ
の
蒐
集
品
な
ど
の
調
査
・
研
究
を
行
う

機
関
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
第
一
版
の
「
学
術
研
究
の
資
と
し
、
社
会
教
育
に
寄

与
す
る
た
め
の
施
設
」
と
い
う
博
物
館
の
目
的
を
示
す
部
分
が
、
二
版
以

降
は
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
教
育
法
下
で
博
物
館
は
社
会

教
育
の
施
設
と
し
て
法
的
な
位
置
づ
け
を
も
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
博

物
館
法
が
浸
透
し
た
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
段
階
で
、
そ
れ
が
捉

え
ら
れ
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
第
一
版
と
比
べ
る
と
、
博

物
館
の
機
能
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
。
博
物
館
が
、
公
衆
へ
の
教
育
を
主

た
る
役
割
と
す
る
こ
と
の
説
明
が
な
い
の
で
あ
る
。
法
体
系
の
も
と
で
社

会
教
育
施
設
に
置
か
れ
、
博
物
館
法
の
目
的
が
示
す
よ
う
に
「
国
民
の
教

育
、
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
」
た
め
の
博
物
館
で
あ
る
が
、

そ
の
真
意
が
社
会
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
原
因
の
第
一
は

博
物
館
法
第
二
条
に
規
定
さ
れ
た
博
物
館
の
定
義
の
文
言
に
あ
り
、
第
二

は
博
物
館
法
の
適
用
外
で
あ
る
国
立
の
博
物
館
を
規
定
し
た
文
部
省
設
置

法
と
文
化
財
保
護
法
の
、
国
立
科
学
博
物
館
と
国
立
博
物
館
の
目
的
の
内

容
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　
『
広
辞
苑
』の
解
説
は
四
版
ま
で
内
容
は
同
じ
で
、五
版
に
な
る
と
調
査
・

研
究
の
機
能
を
加
え
、
六
版
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
加
筆
は
博
物
館

法
第
二
条
を
反
映
さ
せ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
の
間
の
一
九
九
一（
平

成
三
）
年
に
は
国
立
の
各
博
物
館
が
独
立
行
政
法
人
と
な
り
、
新
法
下
で

各
館
の
目
的
が
次
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
た
（
条
文
中
の
カ
ッ
コ
書
き
の
注

記
文
は
省
略
）。

　

○
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
法
（
法
律
第
一
七
二
号
）
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第�

三
条　

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
は
、
博
物
館
を
設
置
し

て
、
自
然
史
に
関
す
る
科
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
及
び
そ
の
応
用

に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
資
料
の
収

集
、
保
管
及
び
公
衆
へ
の
供
覧
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
然
科

学
及
び
社
会
教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

○
独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
法
（
法
律
第
一
七
八
号
）

　
　

第�

三
条　

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館
は
、
博
物
館
を
設
置
し
て
、

有
形
文
化
財
を
収
集
し
、
保
管
し
て
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
と
と

も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
教
育
及
び
普
及

の
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
貴
重
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
文

化
財
の
保
存
及
び
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

○
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
法
（
法
律
第
一
七
七
号
）

　

第�

三
条　

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
は
、
美
術
館
を
設
置
し
て
、
美

術
に
関
す
る
作
品
そ
の
他
の
資
料
を
収
集
し
、
保
管
し
て
公
衆
の
観

覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に

教
育
及
び
普
及
の
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
芸
術
そ
の
他
の
文

化
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

国
立
科
学
博
物
館
と
国
立
博
物
館
の
規
定
は
、
従
前
と
比
べ
る
と
機
能

と
目
的
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
自
然
科
学
及
び
社
会
教
育
の

振
興
を
目
的
に
、
調
査
研
究
と
資
料
の
収
集
・
保
管
・
公
衆
へ
の
供
覧
を

お
こ
な
う
。
こ
れ
は
戦
前
の
東
京
科
学
博
物
館
と
同
じ
理
念
で
あ
る
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
国
民
的
財
産
の
文
化
財
の
保
存

と
活
用
を
目
的
に
、
有
形
文
化
財
の
収
集
・
保
管
・
公
衆
へ
供
覧
・
調
査
・

研
究
・
教
育
・
普
及
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
の
も
と
で

戦
後
に
再
ス
タ
ー
ト
し
た
館
で
あ
る
た
め
、
文
化
財
の
保
存
と
活
用
が
目

的
に
掲
げ
ら
れ
て
社
会
教
育
の
認
識
は
直
接
的
に
捉
え
に
く
い
が
、
活
用

を
通
し
た
公
衆
へ
の
教
育
の
役
割
が
看
取
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ひ

ろ
く
教
育
に
資
す
る
両
館
の
目
的
を
条
文
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
国
立
美
術
館
も
文
部
省
設
置
法
で
は
、
各
館
そ
れ
ぞ
れ
「
作

品
そ
の
他
の
資
料
を
収
集
、
保
管
し
て
公
衆
の
観
覧
に
供
し
、
あ
わ
せ
て

こ
れ
に
関
連
す
る
調
査
研
究
及
び
事
業
を
行
う
機
関
」と
し
て
い
た
の
が
、

新
法
で
は
目
的
が
明
瞭
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
公
衆
へ

の
教
育
と
い
う
点
は
目
的
か
ら
読
み
取
り
に
く
い
。

　

各
独
立
行
政
法
人
法
で
は
、
博
物
館
の
目
的
を
機
能
と
わ
け
て
明
確
に

し
て
い
る
が
、
制
定
後
刊
行
の
『
広
辞
苑
』
六
版
へ
の
反
映
は
み
ら
れ
ず
、

一
般
に
は
浸
透
し
て
い
な
い
。
や
は
り
社
会
的
に
は
博
物
館
法
で
の
定
義

が
基
本
認
識
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
影
響
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
博

物
館
理
解
は
他
の
国
語
辞
典
で
も
捉
え
ら
れ
る
。
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�『
学
研
国
語
大
辞
典
』
金
田
一
春
彦
・
池
田
弥
三
郎
編　

学
習
研
究

社　

一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年

　
　
　

�

古
今
東
西
に
わ
た
っ
て
、
歴
史
・
芸
術
・
民
俗
・
産
業
・
自
然
科

学
な
ど
に
関
す
る
資
料
や
作
品
を
組
織
的
に
収
集
・
保
管
・
展
示

し
、
一
般
大
衆
の
利
用
に
供
す
る
施
設
。

　
　
『
大
辞
林
』
松
村
明
編　

三
省
堂　

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

　
　
　

�

歴
史
・
芸
術
・
民
俗
・
産
業
・
自
然
科
学
な
ど
に
関
す
る
資
料
を

集
め
、
整
理
・
展
示
し
て
一
般
の
利
用
に
供
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ

ら
資
料
の
調
査
・
研
究
を
す
る
機
関
。

　
　

�『
日
本
語
大
辞
典
』
梅
沢
忠
夫
・
金
田
一
春
彦
・
阪
倉
篤
義
・
日
野

原
重
明
監
修　

講
談
社　

一
九
八
九
（
平
成
一
）
年

　
　
　

�

歴
史
・
芸
術
・
民
俗
・
産
業
・
自
然
科
学
な
ど
に
関
す
る
資
料
を

収
集
・
保
管
し
、
常
時
展
示
し
て
一
般
に
供
す
る
た
め
の
施
設
。

　
　
『
大
辞
泉
』
松
村
明
監
修　

小
学
館　

一
九
九
五
（
平
成
七
）
年

　
　
　

�

歴
史
・
芸
術
・
民
俗
・
産
業
・
自
然
科
学
な
ど
に
関
す
る
資
料
を

収
集
・
展
示
し
て
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
教
養
に
資
す
る
事

業
を
行
う
と
と
も
に
資
料
に
関
す
る
調
査
・
研
究
を
行
う
施
設
。

　

こ
の
う
ち
、『
学
研
国
語
大
辞
典
』
は
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
に

二
版
が
、『
大
辞
林
』
は
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
と
二
〇
〇
六
（
平
成

一
八
）
年
に
二
版
と
三
版
、『
大
辞
泉
』
も
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年

に
二
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
解
説
に
変
化
は
な
い
。

　

一
方
、
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
発
行
の
『
大
日
本
国
語
辞
典
』（
日

本
大
辞
典
刊
行
会
、
小
学
館
）
を
引
く
と
、「
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、

科
学
な
ど
に
関
す
る
資
料
や
作
品
を
広
く
収
集
・
保
管
・
展
示
し
て
、
社

会
教
育
と
学
術
研
究
に
資
す
る
た
め
の
施
設
」
と
あ
り
、
社
会
教
育
と
学

術
研
究
を
博
物
館
の
目
的
と
記
し
て
い
る
。
戦
前
の
『
辞
苑
』
の
理
解
に

近
い
。
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
の
二
版
で
も
こ
れ
が
引
き
継
が
れ
、

新
た
に
「
動
物
園
・
植
物
園
・
水
族
館
な
ど
も
含
ま
れ
る
」
を
加
え
、『
西

洋
事
情
』
の
「
国
内
に
書
庫
を
設
け
、
本
草
園
を
開
き
博
物
館
を
建
、
遊

園
を
築
く
等
の
こ
と
は
、
人
民
を
開
化
す
る
の
一
大
助
な
る
か
故
に
」
を

用
例
に
あ
げ
て
い
る
。『
大
日
本
国
語
辞
典
』
の
内
容
は
機
能
に
調
査
研

究
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
博
物
館
法
の
斟
酌
に
重
き
を
置
い
た
と

は
み
ら
れ
な
い
。
用
例
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
福
沢
諭
吉
以
来
の
、
公

衆
へ
の
教
育
に
資
す
る
認
識
を
勘
案
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　

五
、
博
物
館
定
義
の
規
定
成
文
の
経
緯

　

博
物
館
法
に
示
さ
れ
た
定
義
で
は
、
博
物
館
の
各
機
能
が
果
た
す
人
び

と
の
学
習
と
研
究
の
目
的
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
け
れ
ど
も
、
法
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制
定
の
経
緯
を
み
る
と
当
初
は
そ
れ
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ

る
。
法
制
化
の
動
き
は
終
戦
の
翌
年
に
は
再
始
動
し
、
一
九
四
六
（
昭
和

二
一
）
年
九
月
に
日
本
博
物
館
協
会
が
「
博
物
館
並
類
似
施
設
に
関
す
る

法
律
案
要
綱（
11
（

」
を
文
部
大
臣
に
申
達
し
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
博

物
館
の
定
義
は
、

　
　

一�

、
動
植
物
園
水
族
館
を
、
博
物
館
類
似
施
設
と
す
る
。
博
物
館
及

び
類
似
施
設
は
、
学
芸
に
関
す
る
資
料
を
蒐
集
保
管
飼
育
栽
培
し

て
公
衆
の
観
覧
使
用
に
供
し
、
国
民
の
教
養
慰
安
学
校
教
育
の
補

充
及
び
学
芸
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と
す
る
。

と
あ
る
。
こ
の
認
識
は
『
眼
に
訴
へ
る
敎
育
機
關
』
で
展
開
さ
れ
た
棚
橋

源
太
郎
の
考
え
と
共
通
す
る
。
目
的
は
、
学
校
教
育
と
学
芸
研
究
も
包
括

し
た
社
会
教
育
と
、
そ
の
相
関
関
係
の
楽
し
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
資
料

の
蒐
集
・
保
管
・
飼
育
・
栽
培
・
展
示
は
そ
の
た
め
の
機
能
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
棚
橋
は
「
博
物
館
動
植
物
園
法（
11
（

」

を
起
草
し
、
第
一
条
で
法
律
の
目
的
を
教
育
基
本
法
第
七
条
と
社
会
教
育

法
第
三
条
の
趣
旨
に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
博
物
館
動
植
物
園

の
定
義
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

　
　

第�

二
条　

こ
の
法
律
で
、博
物
館
動
植
物
園
と
は
、諸
種
の
文
化
財
、

標
品
、
動
植
物
等
、
教
育
及
び
学
芸
上
価
値
あ
る
資
料
を
、
蒐
集
、

保
管
、
飼
育
ま
た
は
植
栽
し
、
こ
れ
を
展
示
公
開
し
て
、
公
衆
の

鑑
賞
及
び
教
養
、
児
童
生
徒
の
学
習
、
並
に
学
芸
の
研
究
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
を
い
う
。

　

こ
の
定
義
も
博
物
館
の
各
機
能
と
目
的
と
し
て
の
教
育
を
明
確
に
し
、

趣
意
は
博
物
館
協
会
案
と
同
様
で
あ
る
。棚
橋
は
法
案
の
趣
旨
の
文
中
で
、

「
わ
が
博
物
館
動
植
物
園
施
設
が
、
こ
ん
な
に
不
備
不
振
の
状
態
に
あ
る

原
因
に
は
も
と
よ
り
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
こ
れ

ら
が
教
育
機
関
と
し
て
ま
だ
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
と
記
し

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
博
物
館
の
定
義
に
つ
い
て
も
教
育
機
関
と
し
て

の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
年
に
は
文
部
省
に
よ
る
博
物
館
法
案
要
綱
案
も
提
示
さ
れ
、
数
回
の

検
討
を
経
て
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
一
二
月
一
日
に
公
布
と
な
る
。

日
本
博
物
館
協
会
や
棚
橋
が
提
起
し
た
原
案
は
、
博
物
館
の
機
能
的
特
質

を
考
慮
し
な
が
ら
、
既
存
の
法
体
制
の
一
環
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
部

省
案
に
収
斂
さ
れ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
こ
の
間
、
法
案
に
示
さ
れ

た
博
物
館
の
定
義
は
、
以
下
の
㊀
～
㊂
の
よ
う
に
修
訂
が
加
え
ら
れ
て

い
っ
た（
11
（

。
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㊀�

博
物
館
法
案
要
綱
案
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
一
〇
～
一
一
月

　
　

２�

．こ
の
法
律
に
お
い
て
博
物
館
と
は
、歴
史
、芸
術
、民
俗
、産
業
、

自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
の
う
ち
、
教
育
及
び
学
芸
上
価
値
あ

る
も
の
を
、
収
集
、
保
管
、
展
示
し
て
、
教
育
的
環
境
の
下
に
一

般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、そ
の
文
化
的
教
養
の
向
上
、レ
ク
リ
ェ
ー

シ
ョ
ン
及
び
学
芸
の
調
査
研
究
等
に
資
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の

資
料
に
関
連
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設

･･･

。

　

㊁
博
物
館
法
案
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
二
月
九
日

　
　

第�

二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、

民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
有
益
で
価
値
の
あ
る
資
料

を
収
集
し
、
保
管
又
は
育
成
し
、
展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
、

調
査
研
究
、
事
業
等
へ
の
応
用
に
資
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
資

料
に
関
連
す
る
調
査
研
究
及
び
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

施
設･･･

。

　

㊂
博
物
館
法
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
一
二
月
一
日

　
　

第�

二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
博
物
館
」
と
は
、
歴
史
、
芸
術
、

民
俗
、
産
業
、
自
然
科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
し
、

展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
し
、
そ
の

教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
た
め
に
必

要
な
事
業
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
資
料
に
関
す
る
調
査
研

究
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
関･･･

。

　

各
法
文
の
定
義
か
ら
博
物
館
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
㊀
で
は
ま
ず
博
物

館
資
料
を
教
育
・
学
芸
上
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
、
博
物

館
は
教
育
の
役
割
を
担
う
施
設
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
収

集
・
保
管
・
展
示
の
機
能
を
も
っ
て
、
教
育
の
観
点
か
ら
公
衆
の
利
用
に

提
供
し
、
そ
れ
に
よ
り
公
衆
の
文
化
的
教
養
と
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
学

芸
の
調
査
研
究
に
資
す
る
こ
と
と
、
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
を

目
的
と
す
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
公
衆
へ

の
教
育
に
重
き
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
る
。㊁
に
お
い
て
は
、

博
物
館
資
料
の
位
置
づ
け
が
有
益
で
価
値
の
あ
る
も
の
と
な
り
、
教
育
と

い
う
価
値
の
位
置
づ
け
が
み
え
な
い
。
ま
た
、
読
点
が
修
正
さ
れ
、
教
育

的
配
慮
の
下
に
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
、
展
示
だ
け
に
か
か

る
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
事
業
も
博
物
館
の
目
的
に
加
え
て
説

明
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
細
か
な
機
能
の
羅
列
の
感
が
強
く
、
機
能

に
よ
っ
て
果
た
す
べ
き
博
物
館
の
役
割
の
把
握
は
一
層
難
し
く
な
っ
て
い

る
。
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こ
の
㊁
も
さ
ら
に
修
正
さ
れ
㊂
と
し
て
制
定
公
布
に
至
る
の
だ
が
、
㊂

の
理
解
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

博
物
館
の
目
的
と
し
て
示
さ
れ
た
機
能
に
つ
い
て
は
当
初
よ
り
ほ
ぼ
固

ま
っ
て
い
る
が
、
法
文
推
敲
の
過
程
で
、
そ
の
機
能
と
博
物
館
の
役
割
の

関
係
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。

　
　
　

六
、
博
物
館
理
念
に
対
す
る
若
干
の
展
望

　

終
戦
後
、
博
物
館
関
係
者
に
よ
る
博
物
館
理
念
の
主
た
る
認
識
は
、
社

会
教
育
を
核
と
し
た
公
衆
へ
の
教
育
を
目
的
の
根
幹
と
す
る
戦
前
期
の
考

え
方
を
、
発
展
的
に
継
承
し
て
い
た
。
文
部
事
務
官
の
木
場
一
夫
が
著
し

た
『
新
し
い
博
物
館
』
で
は
、
学
術
研
究
と
教
育
を
博
物
館
の
使
命
・
目

的
と
位
置
づ
け
、
資
料
の
収
集
と
保
存
整
理
、
調
査
研
究
、
出
版
、
展
示

の
四
段
階
を
経
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る（
11
（

。
棚
橋

源
太
郎
も
『
博
物
館
要
綱
』
に
お
い
て
、
成
人
・
学
徒
教
育
と
学
芸
研
究

と
娯
楽
を
役
割
と
位
置
づ
け
、
人
び
と
へ
の
教
育
を
本
質
と
す
る
博
物
館

の
あ
り
方
を
示
し
、
そ
の
遂
行
に
向
け
た
蒐
集
整
理
と
保
存
、
展
示
の
充

実
を
あ
ら
た
め
て
説
い
て
い
る（
11
（

。
い
ず
れ
も
、
教
育
の
使
命
を
遂
行
す
る

た
め
に
各
機
能
の
整
備
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
認
識
は
、
博
物
館
法
制
定
後
も
し
ば
ら
く
は
博
物
館
関
係
者
に
共

有
さ
れ
て
い
た
。
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
の
博
物
館
法
の
一
部
改
正

で
学
芸
員
の
国
家
試
験
資
格
取
得
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
資
格
認
定
科
目

の
博
物
館
学
に
対
応
す
る
概
説
書
の
刊
行
を
日
本
博
物
館
協
会
が
企
画
し

た
。
翌
年
出
版
さ
れ
た
『
博
物
館
学
入
門
』
で
「
博
物
館
学
総
論
」
を
執

筆
し
た
鶴
田
総
一
郎
は
、
収
集
・
整
理
保
管
・
調
査
研
究
の
手
段
に
よ
っ

て
、
資
料
に
ひ
そ
む
真
理
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
を
一
般
に
教
育
普

及
さ
せ
る
こ
と
を
博
物
館
の
終
局
的
な
目
的
と
示
し
て
い
る（
11
（

。
以
後
、
富

士
川
金
二
の
『
博
物
館
学（
11
（

』
で
も
同
様
の
考
え
方
が
捉
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
般
の
博
物
館
概
念
は
、
前
掲
の
国
語
辞
典
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
目
的
と
し
て
の
教
育
の
認
識
が
き
わ
め
て
希
薄
な
の
で
あ
る
。
主

た
る
原
因
が
博
物
館
法
の
定
義
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
。
さ

ら
に
、法
制
化
後
に
こ
れ
を
指
標
と
し
た
博
物
館
開
設
の
進
捗
と
と
も
に
、

教
育
を
博
物
館
の
一
機
能
と
す
る
認
識
が
学
芸
員
や
博
物
館
関
係
者
に
ひ

ろ
が
り
、社
会
的
な
理
解
と
し
て
普
遍
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
に
博
物
館
学
の
概
説
書
の
刊
行
が
多
く
な
る
が
、
そ

こ
で
も
博
物
館
法
に
基
づ
き
各
機
能
の
遂
行
を
目
的
と
し
て
捉
え
る
博
物

館
認
識
が
す
う
勢
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
博
物
館
法
制
定
は
、

法
理
念
と
し
て
近
代
博
物
館
の
原
則
を
制
度
的
に
確
立
し
、
博
物
館
の
公

共
的
性
格
を
社
会
的
に
保
障
す
る
歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
た（
1（
（

。
そ
れ
は

博
物
館
固
有
の
目
的
と
機
能
を
公
共
的
な
価
値
と
し
て
、
保
護
助
成
し
て
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い
く
こ
と
を
意
図
し
て
整
え
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
た（
11
（

。
法
制
上
教
育
の
施

設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
意
義
は
大
き
く
、
博
物
館
を
ひ
ろ
く
定
着
さ

せ
て
社
会
的
価
値
を
高
め
て
き
た
要
と
い
え
る
が
、
博
物
館
の
核
心
と
な

る
教
育
の
役
割
を
定
義
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
本
来
は
積
極

的
な
教
育
活
動
の
実
現
を
目
ざ
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
認
識
が
育
ま
れ

て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
推
し
進
め
る
の
は
学
芸
員
を
は
じ
め
と

す
る
博
物
館
関
係
者
の
責
務
と
い
え
る
。

　

現
在
の
博
物
館
で
は
各
機
能
が
そ
れ
ぞ
れ
高
度
・
複
雑
化
し
、
い
ず
れ

も
重
要
度
は
増
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
博
物
館
の
根
源
的
な
役
割
す
な

わ
ち
目
的
を
見
失
う
と
、
主
張
を
強
め
た
各
機
能
は
収
ま
り
が
つ
か
な
く

な
り
、
博
物
館
自
体
が
曖
昧
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
危
惧
さ
れ

る
。
分
化
し
た
専
門
性
の
高
い
機
能
を
統
合
さ
せ
、
諸
機
能
の
関
係
の
構

造
化
を
と
り
ま
と
め
る
の
が
博
物
館
の
目
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
博

物
館
の
発
展
に
は
、
幅
ひ
ろ
い
教
育
の
目
的
を
根
幹
に
位
置
づ
け
て
、
各

機
能
を
発
揮
す
る
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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